
 墨田区コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２１年９月３０日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇    

 

墨田区条例第３５号 



   墨田区コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例 

墨田区コミュニティ住宅条例（平成２年墨田区条例第１２号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条第１項第４号イ中「ア」の次に「及びイ」を加え、同号イを同号ウとし、同

号アの次に次のように加える。 

  イ 承認の日後に事業地区内に居住するに至った者で、区長が市街地整備事業の

施行上やむを得ないと認めるもの 

 第６条第２項第２号中「使用料」を「、入居時における使用料（京島一丁目コミュ

ニティ住宅にあっては、第１０条の２の規定により使用料の減額を受けるときは、当

該減額後の使用料）」に改める。 

 第２３条第１項中「の使用者」を「（京島一丁目コミュニティ住宅を除く。以下こ

の項において同じ。）の使用者」に改める。 

 第２９条中「第１０条の２」の次に「（京島一丁目コミュニティ住宅を使用する場

合を除く。）」を加える。 

 

 別表第１中      を 

 

 

に改める。 

 

 

 別表第２中 を 

 

 

 

 

 

 

 に改める。 

 

名   称 位   置 戸 数 

名   称 位   置 戸 数 

京島一丁目コミュニティ住宅 東京都墨田区京島一丁目１番２号 ３６戸 

名   称 型   式 使用料（月額） 

名   称 型   式 使用料（月額） 

 １ＬＤＫ（Ａタイプ） ７５，１００円 

 １ＬＤＫ（Ｂタイプ） ７５，３００円 

 １ＬＤＫ（Ｃタイプ） ７９，８００円 

 １ＬＤＫ（Ｄタイプ） ８３，４００円 

京島一丁目コミュニティ住宅 １ＬＤＫ（Ｅタイプ） ８５，４００円 
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「 
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」 
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   付 則 

 この条例は、平成２１年１１月２日から施行する。ただし、第４条第１項第４号の

改正規定は、公布の日から施行する。 

 １ＬＤＫ（Ｆタイプ） ８９，１００円 

 １ＬＤＫ（Ｇタイプ） ９５，０００円 

 ２ＬＤＫ（Ａタイプ） ８９，１００円 

 ２ＬＤＫ（Ｂタイプ） ９７，５００円 

」 


